
〇通常儀じよう隊の服装の特例について（通達）  

昭和 61年１月 13日 

海幕総第 89号 
改正 平成 8 年 9 月 9 日 海幕総務第 4149号〔第１次改正〕 

平成 14年 10月 10日 海幕総務第 5464号〔第２次改正〕 

平成 19 年 8 月 31 日 海幕総務第 6096号〔防衛省 

設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係通 

達等の整備について（通達）第 40による改正〕 

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて 

通常儀じよう隊の服装の特例について（通達） 

標記について、別添のとおり通達があつたので、周知されたい。  

なお、部隊等の長は自衛官以外の者に対して別添に定める服装により通常儀じようを行 

う場合、あらかじめ海幕長の承認を得るものとする。  

添付書類：防人１第 6366号（60.12.24）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



防人１第 6366号 

60．12．24  

改正 平成 8 年 9 月 9 日 防人１第 4709号 

平成 14 年 10 月 4 日 防人１第 8442号 

平成 19年 8月 31日 防人計第 8444号 

人事局長 

各幕僚長 

事 務 次 官      

通常儀じよう隊の服装の特例について（通達） 

標記について、下記のとおり定められたので、遺漏のないよう期せられたい。  

記 

１ 自衛隊の礼式に関する訓令（昭和 39 年防衛庁訓令第 14 号）第 83条第２項ただし書

の「別に定める服装」は、別紙のとおりとする。  

２ 自衛官以外の者に対して別紙に定める服装により通常儀じようを行う場合において

は、幕僚長がその都度人事局長と連絡調 整を行うものとする。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

殿 



別 紙 

  


